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認知届の記入例

届出する年月日を記
入してください。

認知される子につ
いて記入します。

認知する父につ
いて記入します。

認知される子の認知前
の続柄を記入します。

認知の種類について、
チエックします。

成年の子の認知

認知される子が18歳以上のとき
はその方の承諾書が必要です。

死亡した子の認知
死亡した子に直系卑属がある場合に限り
ます。届出書に死亡年月日、その直系卑
属の氏名、生年月日、本籍を記載してくだ
さい。その直系卑属が18歳以上ならその方
の承諾書が必要です。

この認知に承諾す
る。
○○ ××

上記のように「その他」欄に署名することで、承諾書に代えること
もできます。

認知される子の種別に
ついて、チェックします。

胎児認知
＊別紙参照ください。

認知される子
の実母につい
て記入します

届出人

任意認知 認知をしようとする父。

裁判認知 裁判の訴えをした人。（ただし、その人が届出期間の

10日以内に届出しないときは、相手方から届出する
ことができます。）

遺言認知 遺言の執行者。

必ず連絡先の電話番
号をご記入ください。

届出地は、子・認知
する父の本籍地また
は届出人の住所地、
所在地のいずれかに
なります。

長

注意!!

認知される子は嫡
出でない子である

嫡出子や他男
からすでに認知
されている子は、
重ねて認知でき
ません。

押印は任意です。

持参いただくもの

届出人の 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

＊本人確認のため

任意認知
届出期間はありませ

ん。

裁判認知

裁判の謄本と確定証

明書添付のうえ、確

定の日から10日以内
に届け出ます。

遺言認知
認知に関する遺言の

謄本添付のうえ、遺

言執行者就職の日

から10日以内に届け
出ます。


